
第１０期岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務委託に係る 
プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 
  この要領は、岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務委託に係るプロ

ポーザル実施要綱第８条の規定に基づき、本業務委託に最も適した者をプロポーザル

方式により選考するための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
２．業務の概要 
（１）業務名  第１０期岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務委託 
（２）業務内容 第１０期岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務仕様書 
        のとおり 
（３）委託期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで  
（４）契約額の上限 ７，９２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

【 内  訳 】 令和７年度  ４，３２３，０００円 

令和８年度  ３，５９７，０００円 

 
３．実施形式 
  公募型プロポーザル方式 

 
４．参加資格要件 
  本業務委託のプロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たすものとする。 
（１）岩出市に入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格を有している者である

こと。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者で

あること。 
（３）同種又は類似の業務の契約実績を有している者であること。 

 
 
５．スケジュール（予定） 

内容 日程 

（１）公示（仕様書等の公表） 令和７年６月１７日（火） 

（２）質問書の提出期限 令和７年６月２４日（火） 

（３）質問に関する回答 令和７年６月２７日（金） 

（４）参加申込書の提出期限 令和７年７月 ４日（金） 

（５）企画提案書等の提出期限 令和７年７月１１日（金） 

（６）審査委員会 令和７年７月１７日（木） 

（７）結果通知 令和７年７月２５日（金） 



（８）契約締結 令和７年７月下旬 

※スケジュールは予定のため、変更する場合があります。 

 
６．公示 
（１）公示開始日 
   令和７年６月１７日（火） 
（２）公示方法 
   岩出市公式ウェブサイトへの掲載 

   URL  https://www.city.iwade.lg.jp/ 
 
７．質疑と回答 
（１）受付期限 

公示開始から令和７年６月２４日（火）午後５時まで 
（２）質疑様式 

任意の様式とする。 
（３）提出方法 

電子メールにて「１６．書類の提出先及び問い合わせ」の担当へ提出すること。 
なお、電子メール送信後、確認のため併せて電話による連絡を行うこと。 

（４）回答方法 
   受け付けた質問への回答は、６月２７日（金）に質問者の名前を伏せた質問回答

書を岩出市公式ウェブサイト（URL  https://www.city.iwade.lg.jp/）へ掲載するこ

とにより行う。 

 
８．参加申込書の提出 
  プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加申込書を提出すること。 
（１）提出期限 

令和７年７月４日（金）午後５時まで 
（２）参加申込書の様式 
   別記様式 

※岩出市公式ウェブサイト（URL  https://www.city.iwade.lg.jp/）から取得し

てください。 
（３）提出方法 

参加申込書（別記様式）を電子メールにて「１６．書類の提出先及び問い合わせ」

の担当へ提出すること。 
なお、電子メール送信後、確認のため併せて電話による連絡を行うこと。 

 
９．選考関係書類の提出 
  プロポーザル参加申込者は、次のとおり関係書類を提出すること。 
（１）提出期限 



令和７年７月１１日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着とする） 
（２）提出書類及び部数 
  ①経費見積書  １部（消費税及び地方消費税を含んだ金額とし、企画提案の内容

に基づいた各経費の内訳、積算根拠を記入）（任意様式） 
  ②企画提案書  ８部（任意様式） 
  ③業務実績書  ８部（任意様式） 
  ④会社概要   ８部（任意様式） 
（３）提出方法 

 岩出市生活福祉部保険介護課あてに郵送又は直接提出すること。 

 
１０．企画提案書 
（１）体裁 

用紙サイズはＡ４判とする。（ただし、Ａ３版の折込ページの挿入は可） 
（２）必要な記載事項 
  ①計画策定に当たっての基本的な考え方・視点について 
  ②現状把握と分析の手法 
  ③地域包括ケアシステムに関する考え方について 
  ④今後の介護保険制度及び地域支援事業に関する考え方について 
  ⑤計画策定の進め方について 
  ⑥過去における高齢者福祉・介護保険に関する計画の契約実績等の説明及び本業務

に活かせる点などの説明 
  ⑦業務遂行体制について 
  ⑧その他、自社の独自性を発揮した提案内容（任意） 

 
１１．プレゼンテーション 
（１）日時及び会場 令和７年７月１７日（木） 岩出市役所（予定） 
（２）実施時間   １社当たり３０分以内（説明２０分、質疑１０分） 
（３）実施方法   プレゼンテーション出席者は３名までとし、業務担当予定責任者 
          の出席を求める。また、パソコン等の投影による説明は不要とす

る。 

 
１２．審査及び選考 
  岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務委託に係る審査委員会にお

いて、提出書類とプレゼンテーションの内容により、総合的に判断した上で、最優秀

企画提案者を契約候補者として選考する。 
（１）審査基準については以下の表のとおりとする。 

 
 
 



審査基準 

評価項目 配点 

組織評価 同種業務の実績内容、実施体制 ５ 

担当者評価 予定技術者の経験及び業務実績能力 ５ 

説得力 １０ 

質問対応力 １０ 

業務に対する取組意欲 ５ 

工夫性 ５ 

提案内容評価 制度についての理解度 １０ 

市の実態についての理解度 １０ 

業務内容の適格性、妥当性 １０ 

作業スケジュール １０ 

資料の構成 ５ 

成果達成に対する期待度 ５ 

見積価格 見積価格により評価 １０ 

※審査委員１人当たり１００点とする。  合計 １００ 

 
１３．審査結果 

審査を受けた全ての参加者に通知する。 
  通知は、郵送により令和７年７月２５日（金）に送付することを予定している。ま

た、岩出市公式ウェブサイト（URL  https://www.city.iwade.lg.jp/）にて公表を予

定している。 

 
１４．契約 

契約候補者と企画提案の内容、仕様書について協議を行い随意契約の手続きを行う。

なお、その際には、改めて見積書を提出すること。また、契約候補者と協議が整わな

い場合は、次点候補者と協議の上、契約を締結する場合がある。 

 
１５．その他 
（１）この要領に定めるもののほか、詳細については、「第１０期岩出市介護保険事業

計画及び高齢者福祉計画策定業務委託仕様書」による。 
（２）プロポーザルへの参加に要する経費は参加者の負担とし、提出された企画提案書

類等は一切返却しない。 
（３）特別な事情がない限り、指定期限までに企画提案書類等の提出がない場合や、プ

レゼンテーションに欠席、遅刻した場合は、辞退したものとみなす。 
（４）参加申込書の提出後に辞退をする場合は、辞退届（任意様式）を「１６．書類の

提出先及び問い合わせ」の担当へ提出するものとする。 

 



１６．書類の提出先及び問い合わせ 
   岩出市生活福祉部保険介護課 （担当 中田） 
    所在地  〒６４９－６２９２ 和歌山県岩出市西野２０９番地 
    電話   ０７３６－６２－２１４１（内線１７２） 
    ＦＡＸ  ０７３６－６１－１６３２ 
    Ｅmail   k_nakata@city.iwade.lg.jp  

 
 


